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３７

７７
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７８
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４１

７９
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４３

８０
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体工事）
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  議案第６９号  

 

令和８年度松山市一般会計補正予算（第２号）  

 

  令和８年度松山市一般会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３０，５０９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  

２３７，０６８，０４３千円とする。  

２   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出 

予算補正」による。  

（継続費の補正）  

第２条   継続費の変更は，「第２表継続費補正」による。  

（債務負担行為の補正）  

第３条   債務負担行為の追加は，「第３表債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第４条   地方債の追加及び変更は，「第４表地方債補正」による。  

 

                          令和８年６月２３日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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第１表　歳入歳出予算補正 (松山市一般会計)

歳　入

 1 70,000,000 千円 86,000 千円 70,086,000 千円

 2 31,094,000 86,000 31,180,000

15 53,921,617 16,265 53,937,882

 2 7,565,893 14,265 7,580,158

 3 138,126 2,000 140,126

16 21,525,104 32,500 21,557,604

 2 5,845,501 32,500 5,878,001

19 18,673,732 84,000 18,757,732

 1 18,385,859 84,000 18,469,859

21 7,426,810 6,844 7,433,654

 5 雑入 3,770,690 6,844 3,777,534

22 9,896,800 504,900 10,401,700

 1 市債 9,896,800 504,900 10,401,700

  合　　　　　計 236,337,534 730,509 237,068,043　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　

県補助金

繰入金

基金繰入金

諸収入

市債

国庫補助金

委託金

県支出金

市税

固定資産税

国庫支出金

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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 2 18,912,523 千円 34,383 千円 18,946,906 千円

 1 総務管理費 14,735,377 34,383 14,769,760

 3 123,469,258 10,720 123,479,978

 1 社会福祉費 56,572,283 5,000 56,577,283

 2 児童福祉費 44,810,337 5,720 44,816,057

 4 16,208,878 5,500 16,214,378

 2 保健所費 5,765,921 5,500 5,771,421

 6 2,810,565 48,799 2,859,364

 1 農業費 1,117,885 48,799 1,166,684

 8 23,349,877 272,800 23,622,677

 4 港湾費 563,516 264,035 827,551

 5 都市計画費 14,524,767 8,765 14,533,532

 9 5,863,661 1,100 5,864,761

 1 消防費 5,863,661 1,100 5,864,761

10 20,285,402 357,207 20,642,609

 2 小学校費 3,693,337 7,200 3,700,537

 3 中学校費 2,577,278 8,550 2,585,828

 5 社会教育費 3,559,251 5,757 3,565,008

歳　出

消防費

教育費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

土木費

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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 6 7,701,961 千円 335,700 千円 8,037,661 千円

  合　　　　　計 236,337,534 730,509 237,068,043

款 項 補正前の額 補　正　額 計

保健体育費

　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　
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第２表　継続費補正（松山市一般会計）

１　変更

年　　度 年　　度

令和７年度 981,640 令和７年度 981,640

令和８年度 0 令和８年度 335,700

令和９年度 1,472,460 令和９年度 1,914,200

教 育 費

総　　　　額

2,454,100 3,231,540保健体育費10

款 項 事　　業　　名

総　　　　額

千円

補　　　正　　　後

千円 千円

年　割　額年　割　額

千円

6

補　　　正　　　前

（ 仮 称 ） 久 谷 学校
給 食 共 同 調 理 場
整 備 事 業
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事 項 期 間 限 度 額

千円

５０６，７００

１，２０１，５００

６６０，５００

５，８２９，０００

第３表　債務負担行為補正（松山市一般会計）

１　追 加

新 玉 学 校 給 食 共 同 調 理 場
給 食 業 務 委 託

令和８年度～令和１３年度

垣 生 学 校 給 食 共 同 調 理 場
給 食 業 務 委 託

令和８年度～令和１３年度

小 中 学 校 体 育 館 空 調 整 備 事 業 令和８年度～令和１１年度

姫 山 ・ 石 井 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務 委 託 令和８年度～令和１１年度

-6-



１  追 加

起  債  の  目  的 起債の方法 利率 償    還    の    方    法

千円

港 湾 等 建 設 事 業

第４表　地方債補正（松山市一般会計）

限     度     額

 
 １   借入先
      財務省，地方公共団体
　 金融機構その他

 ２   借入方法
      普通貸借又は証券発行の
   方法による。

 ３   借入時期
      令和８年度。ただし工事
    又は財政の都合により起債
    額の全部若しくは一部を翌
    年度に繰り越し借入れする
    ことができる。

年５％
       以内

（ただし，利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
等につい
て，利率の
見直しを
行った後に
おいては，
当該見直し
後の利率。）

 
 1   償還期限
      ３０年以内（内据置５年以内）

 ２   償還額及び財源
      一般財源及び事業収入等により元
   利均等又は元金均等償還する。ただ
   し必要に応じ繰上償還，償還期限の
   短縮又は低利債に借換えすることが
   できる。
 
 ３   財務省，地方公共団体金融機構
    その他より借り入れる場合において
　　前各号の償還の方法が借入先の融通
　　条件に抵触するときは，その融通条件
　　によることができる。

240,000
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起債の方法 利率 償    還    の    方    法 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

義 務 教 育 等 施 設 整 備 事 業

 
 １   借入先
      財務省，地方公共
   団体金融機構その他

 ２   借入方法
      普通貸借又は証券
   発行の方法による。

 ３   借入時期
      令和８年度。ただ
    し工事又は財政の都
    合により起債額の全
    部若しくは一部を翌
    年度に繰り越し借入
　　れすることができる。

２  変 更

起  債  の  目  的
補　　　正　　　前

1,560,000 1,830,000

補　　　正　　　後

限     度     額 限     度     額

年５％
       以内

（ただし，利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
等につい
て，利率の
見直しを
行った後に
おいては，
当該見直し
後の利率。）

 
 1   償還期限
      ３０年以内（内据置
    ５年以内）
　
 ２   償還額及び財源
      一般財源及び事業
   収入等により元利均等
   又は元金均等償還する。
　 ただし必要に応じ繰上
   償還，償還期限の短縮
   又は低利債に借換えす
   ることができる。

 ３   財務省，地方公共団
   体金融機構その他より
   借り入れる場合において
   前各号の償還の方法が
   借入先の融通条件に抵
   触するときは，その融通
   条件によることができる。

補正前
と同じ

補正前
と同じ

補正前
と同じ
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議案第７０号   

令和８年６月２３旣提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市市税賦課徴収条例の一部改正について 

松山市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

松山市市税賦課徴収条例（昭和２５年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２７条の７第２項中「第５条の６第２項」を「第５条の６第３項又は第４項」に改め

る。 

第２９条の２第１項ただし書中「及び第２９条の３の３第１項」を「並びに第２９条の

３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第２９条の３の２第１項第２号中「除き，」を「除く。次条第１項第２号において同じ。

）（」に改め，「。次条第１項において同じ」を削り，同条第５項中「次条第４項」を「

次条第５項」に改める。 

第２９条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は，公的年金等支

払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下

この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける旣の前旣までに，施行

規則で定めるところにより，次項各号に掲げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等

支払者を経由して，市長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなけれ

ばならない者 

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるも

のを除く。）の支払を受ける第１７条第１項第１号に掲げる者であつて，特定配偶者

（所得割の納税義務者（吅計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（吅計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。

次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第３６条の２に規定する退職手
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当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養

親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有

するものに限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であつて，

吅計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有するもの 

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるも

のに限る。）の支払を受ける第１７条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を受

けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき旣の

前旣の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を除く。）で

あつて，障害者，寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親

族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（吅計所

得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有するもの 

第２９条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め，同項を同条第６項とし，同

条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め，同項を同条第５項

とし，同条第３項を同条第４項とし，同条第２項中「前項」を「第１項」に，「法第３１

７条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に，

「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規定に

よる申告書を提出する」に改め，同項を同条第３項とし，同項の前に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が，法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者又はそ

の他の障害者に該当する場吅にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり

親に該当する場吅にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

第４４条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え，「，家屋にあつては２０万円」を削

り，「ついては１５０万円」を「あつては１８０万円」に改める。 

第６９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第３条の４中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第３条の６の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に，「令和７年」を
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「令和１２年」に改める。 

附則第３条の６の４中「第７条の２の２第１項」の次に「，附則第７条の２の３第１項

」を加え，「第５条の６第２項」を「第５条の６第３項又は第４項」に改める。 

附則第６条の２第２項中「第３４条の２第５項」を「第３４条の２第６項」に，「第３

４条の２第１０項」を「第３４条の２第１２項」に改め，同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場吅を含む。）の場吅において，所得割の納税義務

者が，租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等の

譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時にお

いて地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域，

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都

市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域

内にあるときは，当該土地等の譲渡は，第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第７条の２の２の次に次の１条を加える。 

 （特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第７条の２の３ 当分の間，所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の２

第１項に規定する事業所得，譲渡所得又は雑所得を有する場吅には，当該事業所得，譲

渡所得及び雑所得については，第２７条第１項及び第２項並びに第２７条の４の規定に

かかわらず，他の所得と区分し，前年中の当該事業所得の金額，譲渡所得の金額及び雑

所得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以下こ

の項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し，特定暗号資

産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の

規定により読み替えて適用される第２７条の３の規定の適用がある場吅には，その適用

後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課す

る。 

２ 前項の規定の適用がある場吅には，次に定めるところによる。 

(1) 第２７条の３の規定の適用については，同条中「総所得金額」とあるのは，「総所

得金額，附則第７条の２の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
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」とする。 

(2) 第２７条の６から第２７条の８まで，第２７条の９第１項，附則第３条の６第１項

及び附則第３条の６の３第１項の規定の適用については，第２７条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第７条の２の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」と，第２７条の７第１項前段，第２７条の８，第２７条の９第１項，附則

第３条の６第１項及び附則第３条の６の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第７条の２の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と，第２

７条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第７条の２の

３第１項の規定による市民税の所得割の額の吅計額」とする。 

３ 第２８条の規定の適用については，同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は附則第７条の２の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」と，「若しくは山林所得金額」とあるのは「，山林所得金額若しくは附則第

７条の２の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

４ 附則第３条の３の規定の適用については，同条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第７条の２の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所

得等の金額」と，同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第７

条の２の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第７条の４の４中「第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項又は第

４項の規定により読み替えて適用される場吅を含む。）」を加える。 

附則第１２条の２第４項から第７項までの規定中「３分の２」を「２分の１」に改め，

同条第８項中「７分の６」を「５分の３」に改め，同条第９項及び第１０項中「４分の３

」を「３分の２」に改める。 

附則第１４条の７を附則第１４条の２とする。 

付 則 

（施行期旣） 

第１条 この条例は，令和９年１月１旣から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，

当該各号に定める旣から施行する。 

(1) 第６９条の改正規定並びに附則第１２条の２第４項から第１０項までの改正規定及

び附則第１４条の７を附則第１４条の２とする改正規定並びに付則第３条第１項の規

定 公布の旣 
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(2) 第４４条の改正規定及び付則第３条第２項の規定 令和９年４月１旣 

(3) 第２７条の７第２項の改正規定並びに附則第３条の６の４の改正規定（「第５条の

６第２項」を「第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。），附則第６条

の２の改正規定及び附則第７条の４の４の改正規定並びに次条第３項の規定 令和１

０年１月１旣 

(4) 附則第３条の６の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第７条

の２の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第４項及び第５項の規定 金融商品

取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 号）の施

行の旣の属する年の翌々年の１月１旣 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の松山市市税賦課徴収条例（以下この項及び次項において

「新条例」という。）第２９条の３の３第１項及び第２項の規定は，この条例の施行の

旣以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第２９条の３の３第１項

の規定による申告書について適用し，同旣前に支払を受けるべき公的年金等について提

出したこの条例による改正前の松山市市税賦課徴収条例第２９条の３の３第１項の規定

による申告書については，なお従前の例による。 

２ 新条例附則第３条の６の３第１項及び第２項の規定は，市民税の所得割の納税義務者

が令和８年１月１旣以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。

以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第

１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定

する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１

項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３

５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する

要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同

条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改

築等をした家屋を含み，当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は

同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認

定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項

の定めるところによりその者の居住の用に供する場吅について適用し，市民税の所得割
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の納税義務者が同旣前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法

第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定す

る居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは

既存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条

第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改

築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規

定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例

認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場

吅については，なお従前の例による。 

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後の松山市市税賦課徴収条例附則第６条の２第４

項の規定は，市民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の旣以後に行う同

条第１項の土地等の譲渡について適用する。 

４ 前条第４号に掲げる規定による改正後の松山市市税賦課徴収条例附則第３条の６の４

の規定は，同号に掲げる規定の施行の旣（以下この項及び次項において「４号施行旣」

という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，４号施

行旣の属する年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。 

５ 前条第４号に掲げる規定による改正後の松山市市税賦課徴収条例附則第７条の２の３

の規定は，４号施行旣の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用

する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 付則第１条第１号に掲げる規定による改正後の松山市市税賦課徴収条例附則第１

２条の２の規定は，令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し，令和８年度

分までの固定資産税については，なお従前の例による。 

２ 付則第１条第２号に掲げる規定による改正後の松山市市税賦課徴収条例第４４条の規

定は，令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し，令和８年度分までの固定

資産税については，なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

地方税法の改正に伴い，所得税の基礎控除の額の引上げに係る規定の整備，特定一般用

医薬品等を購入した場吅の医療費控除の特例の適用期限の撤廃その他所要の規定の整備を
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図るため，本案を提出する。 
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議案第７１号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市地域再生法に基づく認定事業者に対する固定資産税の課税免除又は不均一課

税に関する条例の一部改正について 

松山市地域再生法に基づく認定事業者に対する固定資産税の課税免除又は不均一課税に

関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市地域再生法に基づく認定事業者に対する固定資産税の課税免除又は不均一課

税に関する条例の一部を改正する条例 

松山市地域再生法に基づく認定事業者に対する固定資産税の課税免除又は不均一課税に

関する条例（平成２８年条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改め，「及び償

却資産」の次に「（所得税法施行令第６条第１号から第３号まで又は法人税法施行令第１

３条第１号から第３号までに掲げるものに限る。次項において同じ。）」を加え，同条第

２項中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

地域再生法に基づく認定事業者に対する固定資産税の課税免除又は不均一課税について，

対象となる償却資産の範囲を見直すとともに，当該課税免除及び不均一課税を引き続き実

施するため，本案を提出する。 
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議案第７２号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

松山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

松山市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

第１８条中「３１５，０００円」を「３３０，０００円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の松山市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。

）第１８条の規定は，令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき

事由の生じた松山市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償（以

下「葬祭補償」という。）について適用し，適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補

償については，なお従前の例による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって，この条例による改正前の松

山市消防団員等公務災害補償条例第１８条の規定による金額により支給されたもの又は

同条例付則第６条の規定による金額により支給されたもの（その額が６６万円未満であ

るものに限る。）の支払は，新条例第１８条の規定による金額により支給されるべき葬

祭補償の内払とみなす。 

 

（提案理由） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い，葬祭補償の額

の算定に係る定額部分を改定するため，本案を提出する。 

 

-19-



 

-20-



議案第７３号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市放課後児童クラブ条例の制定について 

松山市放課後児童クラブ条例を次のように定める。 

記 

松山市放課後児童クラブ条例 

（目的及び設置） 

第１条 市内の小学校に就学している児童の健全な育成を図るため，児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する

施設として，放課後児童クラブ（以下「クラブ」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 設置するクラブの名称及び位置は，別表第１のとおりとする。 

（閉所日及び開所時間） 

第３条 クラブの閉所日は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(2) ８月１２日から８月１６日まで及び１２月２９日から翌年１月３日までの日（前号

に掲げる日を除く。） 

(3) その他市長が特に定める日 

２ クラブの開所時間は，当該クラブを利用する児童が通学する小学校の授業が終了する

時刻から午後７時まで（当該小学校の休校日にあっては，午前７時３０分から午後７時

まで）とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，市長は，必要と認めるときは，臨時にクラブの閉所日及

び開所時間を変更することができる。 

（対象児童） 

第４条 クラブに入会することができる児童（以下「対象児童」という。）は，本市に住

所を有し，市内の小学校に就学している児童であって，その保護者が労働等により昼間

家庭にいない等の理由により小学校の授業が終了した後当該児童を家庭で監護すること

ができないときの当該児童とする。ただし，市長が公益その他特別の理由があると認め
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るときは，この限りでない。 

２ 対象児童は，その就学する小学校の通学区域内に設置されたクラブに限り，入会する

ことができる。ただし，市長が当該対象児童の臩宅とクラブとの距離，生活環境等の理

由により特に必要があると認めるときは，この限りでない。 

（入会の許可） 

第５条 保護者は，その保護する対象児童をクラブに入会させようとするときは，規則に

定めるところにより，年度ごとに市長に入会を申請し，その許可を受けなければならな

い。 

２ 前項の許可（以下「入会許可」という。）に係る利用の区分は，次のとおりとする。 

(1) 対象児童の就学する小学校の長期休業の期間を含む当該年度を通じてクラブを利用

する区分（別表第２において「通年利用」という。） 

(2) 対象児童の就学する小学校の長期休業の期間のみクラブを利用する区分（別表第２

において「長期休業期間利用」という。） 

３ 前項の規定にかかわらず，市長は，保護者及びその保護する対象児童の生活環境を勘

案して必要と認めるときは，同項各号の期間を限定して入会許可をすることができる。 

４ 市長は，クラブの運営上必要があると認めるときは，入会許可に条件を付け，又は入

会許可をしないことができる。 

（許可の取消し等） 

第６条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，入会許可を取り消し，又はクラ

ブの利用を中止し，若しくは制限することができる。この場合において，当該入会許可

に係る対象児童（以下「入会児童」という。）又はその保護者に損害が生じることがあ

っても，市は，その責めを負わない。 

(1) 入会児童又はその保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 入会児童又はその保護者が前条第４項の規定により市長が付けた入会許可の条件に

違反したとき。  

(3) 入会児童の保護者が偽りその他不正な行為により入会許可を受けたとき。  

(4) 入会児童の保護者が正当な理由なく第１０条第１項の負担金を滞納したとき。  

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長がクラブの運営上支障があると認めるとき。 

（利用の区分等の変更） 

第７条 入会児童の保護者は，第５条第２項各号に掲げる利用の区分その他の入会許可の
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内容を変更しようとするときは，規則で定めるところにより，市長に変更を申請し，そ

の許可を受けなければならない。 

（休会） 

第８条 通年利用の入会許可を受けた入会児童の保護者は，やむを得ない事由により一時

的にクラブの利用を休止しようとするときは，規則で定めるところにより，市長に休会

を申請し，その許可を受けなければならない。 

（退会） 

第９条 入会児童の保護者は，次の各号のいずれかに該当するときは，市長にその旨を届

け出て，クラブを退会しなければならない。 

(1) 入会児童が第４条第１項の規定に該当しなくなったとき。 

(2) 入会児童又はその保護者が第５条第４項の規定により市長が付けた入会許可の条件

を満たさなくなったとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，入会児童がクラブを利用する必要がなくなったとき。 

（負担金） 

第１０条 入会児童の保護者は，入会許可を受けた期間の負担金を月ごとに市長に納付し

なければならない。 

２ 前項の負担金の額は，別表第２のとおりとする。 

（負担金の減免） 

第１１条 市長は，公益その他特別の理由があると認めるときは，前条第１項の負担金を

減額し，又は免除することができる。 

（損害賠償等の義務） 

第１２条 入会児童の保護者は，入会児童がクラブの施設等を毀損し，又は汚損したとき

は，これを原状に復し，又はその損害を賠償しなければならない。ただし，入会児童及

びその保護者の責めに帰すことができない事由によるときその他市長が特別な理由があ

ると認めるときは，この限りでない。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和９年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当
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該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項の規定 公布の日 

(2) 別表第１双葉児童クラブ第３の項の規定 公布の日から起算して２年を超えない範

囲内において規則で定める日 

（準備行為） 

２ 入会許可の申請その他児童クラブを運営するために必要な準備行為は，この条例の施

行前においても行うことができる。 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

番町児童クラブ第１ 松山市二番町四丁目６番地１ 

番町児童クラブ第２ 松山市二番町四丁目６番地１ 

味酒児童クラブ第１ 松山市宮西二丁目２番２１号 

味酒児童クラブ第２ 松山市宮西二丁目２番２１号 

味酒児童クラブ第３ 松山市宮西二丁目２番２１号 

味酒児童クラブ第４ 松山市宮西二丁目２番２１号 

八坂児童クラブ第１ 松山市湯渡町４番２０号 

八坂児童クラブ第２ 松山市湯渡町４番２０号 

東雲児童クラブ第１ 松山市文京町２番地１ 

東雲児童クラブ第２ 松山市文京町２番地２ 

東雲児童クラブ第３ 松山市道後一万８番２８号 

新玉児童クラブ第１ 松山市千舟町八丁目８９番地 

新玉児童クラブ第２ 松山市千舟町八丁目８９番地 

新玉児童クラブ第３ 松山市千舟町八丁目８９番地 

清水児童クラブ第１ 松山市清水町三丁目１５番地 

清水児童クラブ第２ 松山市清水町三丁目１５番地 

雄郡児童クラブ第１ 松山市土橋町１番地 

雄郡児童クラブ第２ 松山市土橋町１番地 

雄郡児童クラブ第３ 松山市土橋町１番地 

素鵞児童クラブ第１ 松山市小坂一丁目４番４８号 

素鵞児童クラブ第２ 松山市小坂一丁目４番４８号 

堀江児童クラブ第１ 松山市福角町甲１２８０番地５ 
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堀江児童クラブ第２ 松山市福角町甲１４０９番地２ 

潮見児童クラブ第１ 松山市吉藤四丁目４番２８号 

潮見児童クラブ第２ 松山市吉藤四丁目４番２８号 

潮見児童クラブ第３ 松山市吉藤四丁目４番２８号 

久枝児童クラブ第１ 松山市安城寺町５８６番地１ 

久枝児童クラブ第２ 松山市安城寺町５８６番地１ 

久枝児童クラブ第３ 松山市安城寺町５８６番地１ 

和気児童クラブ第１ 松山市太山寺町１１１１番地１ 

和気児童クラブ第２ 松山市太山寺町１１１１番地１ 

三津浜児童クラブ 松山市三津三丁目２番３０号 

宮前児童クラブ第１ 松山市祓川二丁目５番８号 

宮前児童クラブ第２ 松山市祓川一丁目３番３９号 

宮前児童クラブ第３ 松山市祓川一丁目３番３９号 

高浜児童クラブ第１ 松山市梅津寺町１３５２番地２ 

高浜児童クラブ第２ 松山市梅津寺町１３５２番地２ 

味生児童クラブ第１ 松山市別府町１６６番地４ 

味生児童クラブ第２ 松山市別府町１６６番地４ 

味生児童クラブ第３ 松山市別府町１６６番地４ 

味生児童クラブ第４ 松山市別府町１６６番地４ 

味生児童クラブ第５ 松山市別府町１６６番地４ 

桑原児童クラブ第１ 松山市桑原三丁目７番２７号 

桑原児童クラブ第２ 松山市桑原三丁目７番２７号 

桑原児童クラブ第３ 松山市桑原三丁目７番２７号 

桑原児童クラブ第４ 松山市桑原三丁目７番２７号 

生石児童クラブ第１ 松山市高岡町６３０番地３ 

生石児童クラブ第２ 松山市高岡町６３０番地３ 

生石児童クラブ第３ 松山市高岡町６３０番地３ 

生石児童クラブ第４ 松山市高岡町６３０番地３ 

生石児童クラブ第５ 松山市高岡町６３０番地３ 

垣生児童クラブ第１ 松山市西垣生町７３０番地１ 

垣生児童クラブ第２ 松山市西垣生町７３０番地１ 
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垣生児童クラブ第３ 松山市西垣生町７３０番地１ 

垣生児童クラブ第４ 松山市西垣生町７３０番地１ 

道後児童クラブ第１ 松山市石手四丁目１０番５号 

道後児童クラブ第２ 松山市石手四丁目１０番５号 

道後児童クラブ第３ 松山市石手四丁目１０番５号 

道後児童クラブ第４ 松山市石手四丁目１０番５号 

湯築児童クラブ第１ 松山市道後北代１０番４１号 

湯築児童クラブ第２ 松山市道後北代１０番４１号 

湯築児童クラブ第３ 松山市道後北代１０番４１号 

余土児童クラブ第１ 松山市余戸東四丁目１番１９号 

余土児童クラブ第２ 松山市余戸東四丁目１番１９号 

余土児童クラブ第３ 松山市余戸東四丁目１番１９号 

湯山児童クラブ第１ 松山市食場町甲１２８番地 

湯山児童クラブ第２ 松山市食場町甲１２８番地 

湯山児童クラブ第３ 松山市食場町甲１２８番地 

伊台児童クラブ第１ 松山市下伊台町１４３８番地１ 

伊台児童クラブ第２ 松山市下伊台町１４３８番地１ 

久米児童クラブ第１ 松山市鷹子町１５番地１ 

久米児童クラブ第２ 松山市鷹子町１５番地１ 

久米児童クラブ第３ 松山市鷹子町１５番地１ 

久米児童クラブ第４ 松山市鷹子町１５番地１ 

浮穴児童クラブ第１ 松山市森松町８５０番地 

浮穴児童クラブ第２ 松山市森松町８３２番地 

小野児童クラブ第１ 松山市平井町３６７３番地 

小野児童クラブ第２ 松山市平井町３６７３番地 

小野児童クラブ第３ 松山市平井町３６７３番地 

石井児童クラブ第１ 松山市東石井六丁目８番５２号 

石井児童クラブ第２ 松山市東石井六丁目８番５２号 

石井児童クラブ第３ 松山市東石井六丁目８番５２号 

石井児童クラブ第４ 松山市東石井六丁目８番５２号 

荏原児童クラブ第１ 松山市東方町甲１４９３番地１ 
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荏原児童クラブ第２ 松山市東方町甲１２４５番地 

荏原児童クラブ第３ 松山市東方町甲１２４５番地 

たちばな児童クラブ第１ 松山市針田町２０９番地１ 

たちばな児童クラブ第２ 松山市針田町２０９番地１ 

たちばな児童クラブ第３ 松山市針田町２０９番地１ 

椿児童クラブ第１ 松山市和泉南六丁目１番４７号 

椿児童クラブ第２ 松山市和泉南六丁目１番４７号 

椿児童クラブ第３ 松山市和泉南六丁目１番４７号 

椿児童クラブ第４ 松山市和泉南六丁目１番４７号 

椿児童クラブ第５ 松山市古川北三丁目８番２０号 

石井東児童クラブ第１ 松山市越智一丁目２番４号 

石井東児童クラブ第２ 松山市越智一丁目３番３５号 

石井東児童クラブ第３ 松山市越智一丁目３番３５号 

石井東児童クラブ第４ 松山市越智一丁目３番３５号 

北久米児童クラブ第１ 松山市福音寺町９番地 

北久米児童クラブ第２ 松山市福音寺町９番地 

北久米児童クラブ第３ 松山市福音寺町９番地 

北久米児童クラブ第４ 松山市福音寺町９番地 

味生第二児童クラブＡ 松山市別府町３番地１ 

味生第二児童クラブＢ 松山市別府町３番地１ 

味生第二児童クラブＣ 松山市別府町１７７番地１ 

味生第二児童クラブＤ 松山市別府町３番地１ 

石井北児童クラブ第１ 松山市和泉南一丁目３番３２号 

石井北児童クラブ第２ 松山市和泉南一丁目３番３２号 

石井北児童クラブ第３ 松山市和泉南一丁目３番３２号 

石井北児童クラブ第４ 松山市和泉南一丁目３番３２号 

さくら児童クラブ第１ 松山市余戸中四丁目１１番１号 

さくら児童クラブ第２ 松山市余戸中四丁目１１番１号 

さくら児童クラブ第３ 松山市余戸中四丁目１１番１号 

みどり児童クラブ第１ 松山市西長戸町６３８番地１ 

みどり児童クラブ第２ 松山市西長戸町４９３番地２ 
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みどり児童クラブ第３ 松山市西長戸町４９３番地２ 

福音児童クラブ第１ 松山市福音寺町３５５番地１ 

福音児童クラブ第２ 松山市福音寺町３５５番地１ 

双葉児童クラブ第１ 松山市土居田町１２３番地３ 

双葉児童クラブ第２ 松山市土居田町１２３番地３ 

双葉児童クラブ第３ 松山市土居田町１２３番地３  

窪田児童クラブ 松山市久米窪田町３０７番地 

姫山児童クラブ第１ 松山市姫原一丁目３番１３号 

姫山児童クラブ第２ 松山市山越三丁目８００番地 

北条児童クラブ第１ 松山市北条�６４番地 

北条児童クラブ第２ 松山市北条�６４番地 

河野児童クラブ第１ 松山市宮内甲９番地１ 

河野児童クラブ第２ 松山市宮内甲９番地１ 

粟井児童クラブ第１ 松山市常竹甲１００番地 

粟井児童クラブ第２ 松山市常竹甲１００番地 

じどう児童クラブ 松山市下難波甲８１６番地 

別表第２（第１０条関係） 

利用の区分 負担金の額（月額） 

通年利用 月曜日から金曜日までの利用で，

１８時を超えない利用の場合 

４月 ５，８００円 

７月 ６，５００円 

８月 １０，０００円 

１２月 ４，８００円 

１月 ５，１００円 

３月 ５，８００円 

その他の月 ４，１００円 

長期休業期

間利用 

１８時を超えない利用の場合 ４月 ２，８００円 

７月 ３，８００円 

８月 １０，０００円 

１２月 ８００円 

１月 ２，０００円 

３月 ２，８００円 
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 １８時を超えて利用する場合 ４月 ３，１００円 

７月 ４，１００円 

８月 １１，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 ２，１００円 

３月 ３，１００円 

備考 

１ 通年利用において１８時を超えてクラブを利用するときは，この表により算定さ

れた負担金の額（月額）に１，０００円を加算する。 

２ 通年利用において土曜日にクラブを利用するときは，この表により算定された負

担金の額（月額）に２，０００円を加算する。 

３ 入会許可に係る期間が１月に満たないときはこれを１月とし，入会許可に係る期

間に１月に満たない端数があるときはその端数を１月とする。 

 

（提案理由） 

市が放課後児童健全育成事業を実施するための施設として，放課後児童クラブを設置す

るため，本案を提出する｡ 
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議案第７４号   

令和８年６月２３旣提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市駅前広場条例の制定について 

松山市駅前広場条例を次のように定める。 

記 

松山市駅前広場条例 

（目的及び設置） 

第１条 松山市駅前を人々の往来とにぎわいをつなぐ交通及び交流の拠点とし，市民に憩

い及び交流の場を提供することにより，市民相互の交流の促進及び中心市街地の活性化

を図るため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基

づき，松山市駅前広場（以下「駅前広場」という。）を設置する。 

２ 駅前広場の位置は，松山市湊町亓丁目４番地先とする。 

（行為の禁止） 

第２条 駅前広場においては，次の行為をしてはならない。 

(1) 公の秩序及び善良の風俗を害するおそれのある行為 

(2) 駅前広場及び駅前広場に設置された設備等を汚損し，毀損し，又は滅失するおそれ

のある行為 

(3) みだりに火気を使用し，騒音を発し，又はごみその他の汚物を捨てること。 

(4) 樹木を伐採し，又は植物を採取すること。 

(5) 駅前広場の土地の形質を変更すること。 

(6) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為 

(7) 球戯，スケートボード，ローラースケートその他これらに類する行為 

(8) 前各号に掲げるもののほか，市長が駅前広場の管理上支障があると認める行為 

（利用の禁止又は制限） 

第３条 市長は，駅前広場の管理上やむを得ないと認めるときは，駅前広場を保全し，又

は利用者の危険を防止するため，区域を定めて，駅前広場の利用を禁止し，又は制限す

ることができる。 

（使用の許可等） 

-31-



第４条 次の行為をするために駅前広場を使用しようとする者は，あらかじめ市長の許可

（以下「使用許可」という。）を受けなければならない。 

(1) 行商，募金その他これらに類する行為 

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。 

(3) 興行を行うこと。 

(4) 競技会，展示会，博覧会，音楽会，撮影会その他これらに類する催しのため，駅前

広場の全部又は一部を独占して利用すること。 

(5) 広告物を掲示し，若しくは配布し，又は看板，立札等を設置すること。 

(6) 車両を乗り入れ，又は駐車すること。 

２ 市長は，使用許可をするときは，管理上必要な条件を付けることができる。 

３ 市長は，第１項各号に掲げる行為が第２条各号のいずれかに該当すると認めるときは，

使用許可をしない。 

（使用時間） 

第５条 使用許可に係る駅前広場の使用時間は，規則で定める時間とする。ただし，市長

が特に必要があると認めるときは，これを変更することができる。 

（使用料） 

第６条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表に定める使用料を市に

納付しなければならない。 

２ 使用料は，前納とする。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限り

でない。 

（使用料の減免） 

第７条 市長は，公益その他特別の理由があると認めるときは，使用料を減額し，又は免

除することができる。 

（使用料の還付） 

第８条 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長が相当の理由があると認めるときは，

その全部又は一部を還付することができる。 

（許可の取消し等） 

第９条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するときは，使用許可を取り消し，

又は駅前広場の使用を中止し，若しくは制限することができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 
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(2) 第４条第２項の規定により使用許可に付けた条件に違反したとき。 

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

（目的外使用等の禁止） 

第１０条 使用者は，駅前広場を使用許可を受けた目的以外に使用し，又はその使用する

権利を譲渡し，若しくは転貸してはならない。 

（特別の設備の設置等） 

第１１条 使用者は，駅前広場に特別の設備を設置し，又は既設の設備に変更を加えよう

とするときは，あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１２条 使用者は，駅前広場の使用を終えたとき，又は第９条の規定により使用許可を

取り消され，若しくは使用を中止されたときは，直ちに駅前広場を原状に復さなければ

ならない。 

（損害賠償） 

第１３条 利用者及び使用者は，駅前広場又は駅前広場に設置された設備等を汚損し，毀

損し，又は滅失したときは，不可抗力による場吅を除き，市にその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

（附属施設） 

第１４条 駅前広場に附属施設として休憩所を設置する。 

（利用時間） 

第１５条 休憩所の利用時間は，規則で定める。ただし，市長が特に必要があると認める

ときは，これを変更することができる。 

（準用） 

第１６条 第２条，第３条及び第１３条の規定は，休憩所について準用する。この場吅に

おいて，第２条及び第３条中「駅前広場」とあるのは「休憩所」と，第１３条中「利用

者及び使用者」とあるのは「利用者」と，「駅前広場」とあるのは「休憩所」と読み替

えるものとする。 

（規則への委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

付 則 

（施行期旣） 
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１ この条例は，公布の旣から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める旣か

ら施行する。ただし，次項の規定は，公布の旣から施行する。 

（準備行為） 

２ 使用許可の申請その他駅前広場を運営するために必要な準備行為は，この条例の施行

前においても行うことができる。 

別表（第６条関係） 

単位 使用料 

１平方メートルにつき１旣 ２００円 

備考 

１ 使用に係る面積が１平方メートルに満たないときはこれを１平方メートルとし，

使用に係る面積に１平方メートルに満たない端数があるときはその端数を１平方メ

ートルとする。 

２ 使用に係る期間が１旣に満たないときはこれを１旣とし，使用に係る期間に１旣

に満たない端数があるときはその端数を１旣とする。 

３ 附属設備等の使用料は，規則で定める。 

 

（提案理由） 

松山市駅前広場を設置するため，本案を提出する。 
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議案第７５号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市特定空家等審議会条例の一部改正について 

松山市特定空家等審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

記 

松山市特定空家等審議会条例の一部を改正する条例 

松山市特定空家等審議会条例（平成２７年条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

松山市特定空家等及び管理不全空家等審議会条例 

第１条中「第１２７号」の次に「。以下「法」という。」を，「同じ。）」の次に「及

び管理不全空家等（法第１３条第１項に規定する管理不全空家等をいう。次条において同

じ。）」を加え，「松山市特定空家等審議会」を「松山市特定空家等及び管理不全空家等

審議会」に改める。 

第２条第３号中「前２号」を「前３号」に改め，「特定空家等」の次に「及び管理不全

空家等」を加え，同号を同条第４号とし，同条第２号中「特定空家等の除却，修繕，立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置」を「法第２２条第１項の

助言及び指導，同条第２項の規定による勧告，同条第３項の規定による命令並びに同条第

９項から第１１項までの規定による代執行」に改め，同号を同条第３号とし，同条第１号

を同条第２号とし，同号の前に次の１号を加える。 

(1) 法第１３条第２項の規定による勧告に関すること。 

付 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

管理不全空家等に対する勧告に関することを松山市特定空家等審議会の調査審議する事

項に加えるほか，所要の規定の整備を図るため，本案を提出する。 
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議案第７６号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に関する条例の一部改正に

ついて 

松山市公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

記 

松山市公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に関する条例の一部を改正

する条例 

松山市公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に関する条例（昭和４１年条例

第６０号）の一部を次のように改正する。 

本則中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

付 則 

この条例は，令和８年９月２４日から施行する。 

 

（提案理由） 

地方自治法の改正に伴い，所要の規定の整備を図るため，本案を提出する。 
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議案第７７号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

記 

松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１７号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第２項中「回数券」の次に「又は共通券」を加える。 

別表第１神の湯階下，道後温泉別館１階浴室及び椿の湯（共通券）の項中「１，４００

円」を「神の湯階下，道後温泉別館１階浴室及び椿の湯の大人の入浴料金の合計額に１０

分の８を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨て

る。）」に，「６４０円」を「神の湯階下，道後温泉別館１階浴室及び椿の湯の小人の入

浴料金の合計額に１０分の８を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数が生じたときは，

その端数を切り捨てる。）」に改める。 

付 則 

この条例は，令和８年９月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

道後温泉本館，道後温泉別館及び椿の湯の共通券の料金を改定するため，本案を提出す

る。 
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議案第７８号 

令和８年６月２３日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   工事請負契約の締結について  

   （久枝小学校８・１３・２５棟校舎長寿命化改修ほか主体工事） 

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

記 

１．工 事 名     久枝小学校８・１３・２５棟校舎長寿命化改修ほか主体工事  

２．施工場所 松山市安城寺町５８６番地１ 

３．内 容     久枝小学校 

８・２５・１３棟校舎 鉄筋コンクリート造４階建 ４，３３８．４７㎡ 

改修 

昇降機棟       鉄骨造４階建 ６２．０㎡ 増築 

２６棟昇降場     鉄筋コンクリート造１階建 ４７．９㎡ 解体 

その他付属建物１式  

校舎長寿命化改修主体工事 １式 

昇降機棟増築主体工事   １式 

２６棟昇降場解体工事   １式 

建物周辺整備工事     １式 

環境配慮改修工事     １式 

４．請 負 人     松山市吉藤三丁目２番１号 

       門屋・二神特定建設工事共同企業体 

代表者 株式会社門屋組 代表取締役 門屋 光彦 

５．請負金額 ７億１，３６８万円 

６．契約方法 一般競争入札 

 

 （提案理由）  

 本件は，予定価格１億８，０００万円以上の工事の請負契約であるから，条例の定める

ところにより請負契約の締結について議会の議決を求めるため，本案を提出する。  
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（参 照） 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄）  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格１億８，０００万

円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第７９号 

令和８年６月２３日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   工事請負契約の締結について  

   （久米小学校２９・３２棟校舎長寿命化改修ほか主体工事） 

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

記 

１．工 事 名     久米小学校２９・３２棟校舎長寿命化改修ほか主体工事  

２．施工場所 松山市鷹子町１５番地１ 

３．内 容     久米小学校 

２９棟校舎 鉄筋コンクリート造４階建 ５，８１９．７１㎡ 改修 

３２棟校舎 鉄筋コンクリート造２階建 ８４３．１８㎡ 改修 

昇降機棟  鉄骨造４階建 ４３．７６㎡ 増築 

２９棟校舎長寿命化改修主体工事 １式 

３２棟校舎長寿命化改修主体工事 １式 

昇降機棟増築主体ほか工事    １式 

屋外整備工事          １式 

環境配慮改修工事        １式 

４．請 負 人     松山市中央一丁目９番２０号 

       横田・黒川特定建設工事共同企業体 

代表者 株式会社横田建設 代表取締役 横田 郁 

５．請負金額 １１億２，０９０万円 

６．契約方法 一般競争入札 

 

 （提案理由）  

 本件は，予定価格１億８，０００万円以上の工事の請負契約であるから，条例の定める

ところにより請負契約の締結について議会の議決を求めるため，本案を提出する。  

  

 

-43-



（参 照） 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄）  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格１億８，０００万

円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第８０号 

令和８年６月２３日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   工事請負契約の締結について  

   （久米小学校２９・３２棟校舎長寿命化改修電気工事） 

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

記 

１．工 事 名     久米小学校２９・３２棟校舎長寿命化改修電気工事  

２．施工場所 松山市鷹子町１５番地１ 

３．内 容     久米小学校  

２９棟校舎 鉄筋コンクリート造４階建 ５，８１９．７１㎡ 改修 

３２棟校舎 鉄筋コンクリート造２階建 ８４３．１８㎡ 改修 

昇降機棟 鉄骨造４階建 ４３．７６㎡ 増築 

２９・３２棟校舎長寿命化改修電気工事 １式 

トイレ改修電気工事          １式 

エレベータ電気工事          １式 

その他改修電気工事          １式 

発生材処分              １式 

４．請 負 人     松山市久米窪田町１６５番地２ 

       神野電気株式会社 

代表取締役 池田 順一 

５．請負金額 １億７，１３１万２，９００円 

６．契約方法 一般競争入札 

 

 （提案理由）  

 本件は，予定価格１億８，０００万円以上の工事の請負契約であるから，条例の定める

ところにより請負契約の締結について議会の議決を求めるため，本案を提出する。  

  

（参 照） 
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   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄）  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格１億８，０００万

円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第８１号 

令和８年６月２３日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   工事請負契約の締結について  

   （椿小学校４棟校舎長寿命化改修ほか主体工事） 

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

記 

１．工 事 名     椿小学校４棟校舎長寿命化改修ほか主体工事  

２．施工場所 松山市和泉南六丁目１番４７号 

３．内 容     椿小学校 

４－１棟校舎  鉄筋コンクリート２階建 １，２０６．２３㎡  

長寿命化改修 

４－２棟校舎  鉄筋コンクリート４階建 ３，４６８．６４㎡  

長寿命化改修  

４－３棟校舎  鉄筋コンクリート４階建 １，２０７．５５㎡  

長寿命化改修  

１０－１棟校舎 鉄筋コンクリート３階建 １，７９９．３３㎡  

一部改修（６９．３０㎡） 

４－１・－２・－３棟校舎長寿命化改修工事 １式 

１０－１棟校舎改修工事          １式 

環境配慮改修工事             １式 

４．請 負 人     松山市余戸中一丁目１番２６号 

       大和・愛媛特定建設工事共同企業体 

代表者 大和コンストラクション株式会社 代表取締役 松本 裕仁 

５．請負金額 ７億６，８４６万円 

６．契約方法 一般競争入札 

 

 （提案理由）  

 本件は，予定価格１億８，０００万円以上の工事の請負契約であるから，条例の定める
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ところにより請負契約の締結について議会の議決を求めるため，本案を提出する。  

  

（参 照） 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄）  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格１億８，０００万

円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第８２号 

令和８年６月２３日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

   工事請負契約の締結について  

   （東中学校屋内運動場長寿命化改修主体その他工事） 

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

記 

１．工 事 名     東中学校屋内運動場長寿命化改修主体その他工事  

２．施工場所 松山市文京町２番地２ 

３．内 容     東中学校屋内運動場  

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建 １，０００㎡  

長寿命化改修主体工事 １式 

屋外整備工事     １式 

環境配慮改修工事   １式 

４．請 負 人     松山市余戸西一丁目２番２２号 

       株式会社建芯 

代表取締役 赤松 学 

５．請負金額 １億９，５９３万５，３００円 

６．契約方法 一般競争入札 

 

 （提案理由）  

 本件は，予定価格１億８，０００万円以上の工事の請負契約であるから，条例の定める

ところにより請負契約の締結について議会の議決を求めるため，本案を提出する。  

  

（参 照） 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄）  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は，予定価格１億８，０００万
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円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第８３号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

   財産の取得について（救助工作車） 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

記 

１．取得財産 

  救助工作車 １台 

２．取得価格 

  ２億２１８万円 

３．契約の相手方 

  松山市南江戸一丁目２番２６号 

  株式会社ヤマダ 

  代表取締役 山田 雄士 

４．契約方法 

  指名競争入札 

 

（提案理由） 

 本件は，予定価格６，０００万円以上の物品購入契約であるから，条例の定めるところ

により物品購入契約の締結について，議会の議決を求めるため，本案を提出する。 

 

（参 照） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄） 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は，予定価格６，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは

売払い（土地については，１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）

又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議案第８４号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

   財産の取得について（特殊災害資機材車） 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

記 

１．取得財産 

  特殊災害資機材車 １台 

２．取得価格 

  １億１，３３０万円 

３．契約の相手方 

  松山市余戸中六丁目９番５２号 

  小川ポンプ工業株式会社 愛媛支社 

  支社長 白石 安徳 

４．契約方法 

  指名競争入札 

 

（提案理由） 

 本件は，予定価格６，０００万円以上の物品購入契約であるから，条例の定めるところ

により物品購入契約の締結について，議会の議決を求めるため，本案を提出する。 

 

（参 照） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄） 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は，予定価格６，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは

売払い（土地については，１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）

又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議案第８５号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

   財産の取得について（化学消防ポンプ自動車） 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

記 

１．取得財産 

  化学消防ポンプ自動車 １台 

２．取得価格 

  ９，５５９万円 

３．契約の相手方 

  松山市大手町一丁目１０番地１ 

  株式会社岩本商会 

  代表取締役 仙波 誉子 

４．契約方法 

  指名競争入札 

 

（提案理由） 

 本件は，予定価格６，０００万円以上の物品購入契約であるから，条例の定めるところ

により物品購入契約の締結について，議会の議決を求めるため，本案を提出する。 

 

（参 照） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄） 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は，予定価格６，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは

売払い（土地については，１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）

又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議案第８６号   

令和８年６月２３日提出   

松山市長 野 志 克 仁   

 

   財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

 次のとおり財産を取得するものとする。 

記 

１．取得財産 

  消防ポンプ自動車 ２台 

２．取得価格 

  ６，６００万円 

３．契約の相手方 

  松山市空港通二丁目１８番３２号 

  株式会社新日本ライフテック 

  代表取締役 大澤 愼哉 

４．契約方法 

  指名競争入札 

 

（提案理由） 

 本件は，予定価格６，０００万円以上の物品購入契約であるから，条例の定めるところ

により物品購入契約の締結について，議会の議決を求めるため，本案を提出する。 

 

（参 照） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抄） 

 （議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の

取得又は処分は，予定価格６，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは

売払い（土地については，１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）

又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議案第８７号 

令和８年６月２３日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

市有車による交通事故の損害賠償額を和解により定めることについて  

市有車による交通事故の損害賠償額を次のとおり和解により定める。  

記 

１．当事者 

松山市 

相手方 伊予郡松前町在住 ６０代 

２．事故の概要 

令和８年２月２７日午後３時４５分頃，松山市三番町七丁目１番地２１地先におい

て，現地確認業務中に，坂の上の雲まちづくり部所属４０代職員運転の軽自動車が相

手方の軽自動車に追突し，損害（物損・人身）を与えたものである。 

３．和解の内容 

市から相手方に損害賠償金として１，４７０，５３６円を支払い，今後この事件に

関していかなる事情が生じても，双方決して異議を申し立てない。  

 

 （提案理由）  

市有車による交通事故について，和解により損害賠償額を定めるため，本案を提出す

る。 

 

 （参 照） 

   地方自治法（抄） 

 （議決事件）  

第９６条 普通地方公共団体の議会は，次に掲げる事件を議決しなければならない。  

 (12) 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て，訴えの提起，

和解，あつせん，調停及び仲裁に関すること。  

 (13) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。  
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 議案第８８号 

令和８年６月２３日提出 

松山市長 野 志 克 仁 

 

市道路線の認定，廃止及び変更について 

１．次の路線を市道に認定する。 

図面 

番号 
路  線  名 起  点 終  点 重要な経過地 

１ 市道 松山駅西口南江戸線 南江戸一丁目 南江戸五丁目  

２ 市道 久枝 ２９６号線 久万ノ台 久万ノ台  

 

２．次の路線を廃止する。 

 

３．次の路線を変更する。 

図面

番号 
路  線  名 起  点 終  点 重要な経過地 

４ 市道 新玉 ６６号線 

変

更

前 

南江戸五丁目 南江戸五丁目  

変

更

後 

南江戸五丁目 南江戸五丁目  

 

（提案理由） 

図面番号１は「社会資本整備総合交付金事業」及び「松山駅周辺整備事業」に伴い，中

予地方局と交通拠点整備課からの申請に基づき市道認定するもので，図面番号２は一般交

通の用に供されている道路で地元からの申請に基づき市道認定するもので，図面番号３は

松山駅西口南江戸線の整備に伴い，中予地方局からの申請に基づき市道を廃止するもので，

図面番号４は松山駅西口南江戸線の整備に伴い，中予地方局からの申請に基づき市道の路

線を変更するもので，道路法第８条及び第１０条の規定により，本案を提出する。 

図面 

番号 
路  線  名 起  点 終  点 重要な経過地 

３ 市道 新玉  ３２号線 南江戸五丁目 南江戸五丁目  
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 （参 照） 

   道路法（抄） 

（市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは，市町村の区域内に存する道路で，市町村長がその

路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては，あらかじめ当

該市町村の議会の議決を経なければならない。 

（路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は，都道府県道又は市町村道について，一般交通の

用に供する必要がなくなったと認める場合においては，当該路線の全部又は一部を廃止

することができる。路線が重複する場合においても，同様とする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は，路線の全部又は一部を廃止し，これに代わるべき路線

を認定しようとする場合においては，これらの手続きに代えて，路線を変更することが

できる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路線

の廃止又は変更について，第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の規定

による市町村道の路線の廃止又は変更について，それぞれ準用する。 
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南江戸町

郵便局

宮田郵便局

松山地方合同庁舎

Ｊ

Ｒ

松

山

駅

愛媛県警察鉄道警察隊

松

山

駅

前

交

番

愛

光

公

園

1

Ｎ
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県立松山西高校

久

万

ノ

台

公

園県立松山西中学校

松山聖陵高校

松山市中央卸売市場中央市場

2

Ｎ
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松山市下水道中央浄化センター

南江戸公園

南江戸町

郵便局

愛

光

公

園

3

Ｎ
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松山市下水道中央浄化センター

南江戸公園

南江戸町

郵便局

愛

光

公

園

4(変更前)

Ｎ
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松山市下水道中央浄化センター

南江戸公園

南江戸町

郵便局

愛

光

公

園

4(変更後)

Ｎ
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図面 延長

番号 幅員 ｍ ｍ

松山市南江戸一丁目 松山市南江戸五丁目 34.0

～ 59.0

松山市久万ノ台 松山市久万ノ台 4.3

～ 4.3

松山市南江戸五丁目 松山市南江戸五丁目 1.3

～ 4.3

松山市南江戸五丁目 松山市南江戸五丁目 3.6

～ 6.8

松山市南江戸五丁目 松山市南江戸五丁目 3.6

～ 9.5

155.9

109.7

159.5

779番5地先 1723番2地先新 玉 ３ ２ 号 線

路線名

市 道

松山駅西口南江戸線

市 道
39.1

858番地先 866番1地先

起 点 終 点

492.3

773番6地先

敷地の

527番地先

742番2地先 738番4地先

２

１

４
変
更
後

変
更
前

新玉６６号線
市 道 742番16地先742番2地先

３

久 枝 ２ ９ ６ 号 線

市 道
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